
 

 

議論の論点 

国際貢献をどうするか？ 

 

科学技術基本計画（平成１３年３月３０日閣議決定）より抜粋 
 
第１章基本理念 
２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念 
(3) 安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて  

－知による豊かな社会の創生－ 
 
「安心・安全で質の高い生活のできる国」とは、本格的に到来する高齢社会において
国民が健康に生活できるよう疾病の治療・予防能力を飛躍的に向上させること、自然及
び人為的な災害やそれによる被害を最小限にとどめること、人間活動の基盤をなす食料
やエネルギーの安定供給を図ること、地球環境と調和した産業活動や経済的発展を実現
すること、さらに、世界の中で安定した国際関係を維持するとともに、人々が安心して
心豊かに、質の高い生活を営むことのできる国である。  
 こうした課題を根本的に解決するためには、科学技術の発展とその社会への適切な活
用が重要である。すなわち、疾病や災害の発生や影響拡大の仕組みなどを解明し対策を
立てていくことが必要であり、科学技術はこのための手段を提供する。同時に、科学技
術には負の側面もあり、それへの対応も適切に行うことを忘れてはならない。また、科
学技術の先進国として我が国が、発展途上国など国際社会が直面する多くの難問を解決
するとともに、国際的地位と国の安全を維持するため、科学技術を活用する努力を行う
ことも当然である。  
 具体的には、例えば、様々な疾患遺伝子の解明とそれに基づくオーダーメイド医療を
可能とする科学的・技術的基盤が形成されること、地震、台風等の自然災害の被害が最
小限に抑えられること、バイオテクノロジー等の活用により良質な食料の安定的な供給
が確保されること、科学技 術の持つリスクが軽減されることなどを可能とすることを
目指す。これらによって、発展途上国における感染症、災害対策にも貢献することが期
待される。 
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